
公営住宅の取扱いについて

                                                                     

　　　　平成１６年　２月２６日　提出

協議第２４号

平成１６年　３月２６日　確認

公営住宅の取扱いについて

　１．公営住宅等施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。

　２．住宅マスタープラン及び公営住宅ストック総合活用計画について
　　　は、新市において新たに策定する。なお新計画ができるまでの間
　　　は、現行のとおり新市において取扱うものとする。

　３．公営住宅等の整備については、新市において策定する住宅マスタ
　　　ープラン等により計画的に整備する。なお、継続事業については、
　　　新市において引き続き実施する。

　４．公営住宅の家賃については、現行のまま新市に引き継ぎ、新市に
　　　おいて、おおむね３年を目途に家賃算定方法を統一する。

　５．特定公共賃貸住宅、改良住宅、単独住宅及び立地企業従業員用住
　　　宅の家賃は、現行のまま新市に引き継ぐ。

　６．公営住宅の敷金については、現行のまま新市に引き継ぐ。

　７．駐車場使用料、合併浄化槽使用料、共益費等については、現行の
　　　まま新市に引き継ぐ。

　　　菊池北部四市町村合併協議会会長　　　松　岡　一　俊　

公営住宅の取扱いについて提出する。



・公営住宅等施設について
は、現行のまま新市に引き継
ぐ。
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公営住宅の取扱い

１，公営住宅等施設
　　①公営住宅

１，公営住宅等施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。
２，住宅マスタープラン及び公営住宅ストック総合活用計画については、新市において新たに策定する。なお新計画ができるまでの間は、現行のとおり新市において取扱うものとす
る。
３，公営住宅等の整備については、新市において策定する住宅マスタープラン等により計画的に整備する。なお、継続事業については、新市において引き続き実施する。

協 定 項 目

・住宅マスタープランについて
は、新市において新たに策定
する。なお新計画ができるまで
の間は、現行のとおり新市に
おいて取扱うものとする。

・公営住宅等の整備について
は、新市において住宅マス
タープランや公営住宅ストック
総合活用計画を策定し、計画
的に整備する。なお継続事業
については、新市建設計画で
調整し、新市において引き続き
実施する。

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容
菊池北部四市町村合併協議会

調整の具体的内容

公営住宅等施設・公営住宅整備・住宅マスタープラン・ストック総合活用計画

泗水町

調 整 の 内 容

市 町 村 名 菊池市

現 況

関 係 項 目

・団地数
・戸数

・団地数

旭志村七城町

１９７戸

・戸数

・団地数

　　②特定公共賃貸住宅

　　③改良住宅
・戸数

・団地数
・戸数

・団地数
　　④単独住宅

３，公営住宅等整備計画
　　①公営住宅建設

　　⑤企業従業員用住宅

２，住宅マスタープラン
　　①計画期間

　　　・建替え、改善改修等

　　　・建設戸数

　　　・建設期間

　　②ストック総合活用計画
　　　・計画期間

・戸数

１団地

１団地 １団地

７１３戸 １０２戸 １００戸

１団地

10団地 ６団地 ６団地 ５団地

１０戸

８戸

１０戸 ３戸

２団地
１７戸

平成１５年～平成１７年 平成１５年～平成２４年 平成１４年～平成２３年
有（平成１５年３月策定） 有（平成１５年３月策定） 無 有（平成１４年３月策定）

無 砂田団地　３０戸（現在８戸） 無 有（補助事業）
有（補助事業）

甲佐町団地　６０戸　H２３～２４
平成１５年～平成１８年砂田西団地　２１戸　H２０～２２

平成１７年～平成１９年 田島団地　５１戸（現在１２戸）

（建替え　H１５～）

有（平成１４年３月策定） 有（平成１５年３月策定） 無（平成１６年３月策定予定） 有（平成１４年３月策定）
平成１５年～平成２７年 平成１５年～平成２４年 平成１６年～平成２６年 平成１４年～平成２３年

（改善改修　未定～） （建替え　未定～） （建替え　H２０～）

・葉山団地　９８戸 ・全団地　１０２戸 ・計画策定中 ・田島団地　１２戸
（改善改修　H１５～） （改善改修　H１５～）

・永南、朝日西、福本団地　１３０戸
（改善改修　未定～）

・公営住宅ストック総合活用計
画については、新市において
新たに策定する。なお新計画
ができるまでの間は、現行のと
おり新市において取扱うものと
する。

　伊坂・津留団地　２０戸
　　　　　６戸（建替え　H16）
　　　　　７戸（　〃　　　H17)
　　　　　７戸（　〃　　　H18)
　高柳団地２０戸（〃　H21)

・北宮団地　１１９戸 ・砂田団地　８戸 ・朝日東団地　５５戸



あさひが丘団地　６０戸 福本団地　３６戸

　２，０００円／月 　２，０００円／月

各団地対応 岩本団地　１０戸 朝日西団地　８６戸

　５，０００円／月 　２，０００円／月

共益費に含む 共益費に含む

H16供用開始のため協議中

・駐車場使用料、合併浄化槽
使用料、共益費等について
は、条件・状況の相違により
団地毎で決定されたものであ
るため、現行のまま新市に引
き継ぐ。

袈裟尾団地　５２戸

２DK  ３７，３５０円／年

３DK  ４７，７００円／年

各団地対応

田島団地　５１戸に内１５戸

・公営住宅の家賃については
法令に基づき算定している
が、当該年度の家賃は前年
度で家賃が決定されるため、
現行のまま新市に引き継ぎ、
新市において利便性係数等
を調整し、おおむね３年を目
途に家賃算定方法を統一す
る。

・特定公共賃貸住宅、改良住
宅、単独住宅及び立地企業
従業員用住宅の家賃は、関
係法令、立地条件、利便性、
施設概要等を考慮し設定さ
れているため、現行の各市町
村の例により新市に引き継
ぐ。

　　　・入居者負担額

大迫団地

　　　・家賃 ２５，０００円～３０，０００円

４４，０００円～５５，０００円

岩本団地 迫田団地

１，５００円

他各団地対応 他各団地対応

中町団地

１３，９００円～４０，４００円

　　④立地企業従業員用住宅 元村団地

砂田団地

３０，０００円

・入居時における３ヶ月分の家
賃に相当する金額の範囲内に
おいて敷金を徴収することがで
きる。

同左 同左

３０，０００円

　　　・利便性係数

　　③共益費

７，その他使用料

　　　・立地係数 0.7

　　①公営住宅家賃

0.7 0.7

２，８００円～７４，５００円 ６，２００円～５０，３００円 １，９００円～５７，３００円 ２，５００円～４６，４００円

　　②改良住宅

６，公営住宅敷金

　　②合併浄化槽使用料

　　　・家賃

　　③単独住宅

　　①駐車場使用料

　　　・家賃

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容
菊池北部四市町村合併協議会

調 整 の 内 容

市 町 村 名 菊池市

現 況

七城町

関 係 項 目

・公営住宅の敷金について
は、４市町村とも入居時の家
賃の３ヶ月分を徴収している
ため、現行のまま新市に引き
継ぐ。

調整の具体的内容

０．７～０．９３

0.7

同左

公営住宅の取扱い

４，公営住宅家賃

　　①特定公共賃貸住宅

４、公営住宅の家賃については、現行のまま新市に引き継ぎ、新市において、おおむね３年を目途に家賃算定方法を統一する。
５、特定公共賃貸住宅、改良住宅、単独住宅及び立地企業従業員用住宅の家賃は、現行のまま新市に引き継ぐ。
６、公営住宅の敷金については、現行のまま新市に引き継ぐ。
７、駐車場使用料、合併浄化槽使用料、共益費等については、現行のまま新市に引き継ぐ。

協 定 項 目 公営住宅使用料等

泗水町旭志村

５，特定公共賃貸住宅等家賃
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０．７５００～０．９８１９ ０．７～０．８ ０．７～０．９



額
３７，１００円
４５，０００円
５３，２００円
６１，４００円
７０，９００円
８１，４００円
９４，１００円
１０７，７００円

　　　国土交通大臣が各市町村の地価の状況を勘案して、０．７～１．６の範囲で定める数値。
　　　※立地係数が異なる事業主体間で市町村合併があった場合は高い方の立地係数を採用する。

　②　規模係数（公営住宅法施行令第２条第１項第２号）

３２２，０００円を超える場合

　　応益係数　＝　市町村立地係数　×　規模係数　×　経過年数係数　×　利便性係数

（１）家賃算定基礎額（公営住宅法施行令第２条第２項）

（２）応益係数（公営住宅法施行令第２条第１項）

２６８，０００円を超え３２２，０００円以下の場合

２００，０００円を超え２３８，０００円以下の場合
２３８，０００円を超え２６８，０００円以下の場合

１７８，０００円を超え２００，０００円以下の場合

公　営　住　宅　法　施　行　令

１　家賃の算定方法（公営住宅法施行令第２条第１項）
　　家賃　＝　家賃算定基礎額　×　応益係数　

　　家賃算定基礎額とは、入居者の収入に応じて設定される、いわゆる応能部分であり、令第２条第２項において下記のとおり定められている。
入居者の収入

１２３，０００円以下の場合
１２３，０００円を超え１５３，０００円以下の場合
１５３，０００円を超え１７８，０００円以下の場合

　①　市町村立地係数（公営住宅法施行令第２条第１項第１号） 現　　　　　在 合　　併　　後

旭志村・泗水町（０．７）

　③　経過年数係数（公営住宅法施行令第２条第１項第３号）　　

　　　　当該公営住宅の床面積の合計を７０㎡で除した数値。

協議第２４号　公営住宅の取扱いについて　参考資料（家賃算定方法）

　④　利便性係数（公営住宅法施行令第２条第１項第４号）
　　　　　事業主体が、当該公営住宅の存する区域及びその周辺の地理的条件、当該公営住宅の設備条件等を勘案して、０．７～１．０の範囲内で定める数値。

　　　　国土交通大臣が、公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて１以下で定める数値。
　　　　　木　　　造　：　１　－　０．０１７７　×　経過年数
　　　　　木造以外　：　１　－　０．０１１４　×　経過年数

菊池市・七城町（０．７）
新市（０．７）



　協議第２４号　公営住宅の取扱いについて　参考資料（先進地事例）

合併期日
（予定）

協定（協議）項目名 調　　　整　　　方　　　針

熊本県 宇城西部５町合併協議 H17.1.15
建設関係事業の取扱
いについて

○　公営住宅の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）一般公営住宅の家賃については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
（２）公営住宅の申込みは、新市において入居審査会を新たに設置し、公募期間、方法を統一し実施する。
（３）住宅マスタープラン、公営住宅ストック総合活用計画については、新市において新たに策定する。

〃 鹿本地域合併協議会 H17.1.15
建設関係事業の取扱
い（住宅）について

○　住宅マスタープラン及び公営住宅等ストック総合活用計画については、新市において策定する。
○　公営住宅等の建設及び建替えについては、新市において作成する住宅マスタープラン及び公営住宅等ストック総合活用計画に
基づき事業を進める。ただし、新たに計画を策定するまでの期間においては、現行の計画を引き続ぐものとする。
○　公営住宅等の使用料については、次の方針に基づき調整する。
（１）公営住宅については、利便性係数の見直しを行い合併までに調整する。
（２）地域改善向公営住宅及び改良住宅については、新市において調整する。
（３）特定公共賃貸住宅については、新市において調整する。
（４）単独住宅については、新市において調整する。
○　住宅使用料以外の使用料については、新市において調整する。

〃
南阿蘇３村合併協議
会

H17.2.13
建設関係事業の取扱
いについて

○　公営住宅建設計画については、新村建設計画に基づき新村で公営住宅建設計画を策定し、計画的に実施する。継続事業につい
ては、新村に引き継ぐものとする。
○　公営住宅の維持管理については、合併までに調整し、新たな要項を策定する。
○　市町村有（非補助）住宅については、現行のまま新村に引き継ぐ。

〃
菊池南部四町合併協
議会

H17.2.28
協議第２６号　公営住
宅の取扱いについて
参考資料(先進地事例)

○　公営住宅施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。
○　公営住宅の整備については、合併後、新たに新市において住宅マスタープランを策定し、計画的に整備する。
　なお、新市のマスタープランができるまでの間は、現行のとおり新市において取扱うものとし、継続事業についても新市において引き
続き実施する。
○　町営住宅の家賃算定方法については、平成１８年度以降の家賃算定から統一し、合併によって家賃が増額となる場合において
は３年間の負担調整を行う。
　なお、地域改善対策にによる住宅については、現行のまま新市に引き継ぎ、平成１９年度以降の家賃からすべての町営住宅の家賃
算定方法を統一する。
○　町営住宅の敷金については、現行のまま新市に引き継ぎ、条例については合併までに統一する。
○　町営住宅の減免及び徴収猶予の取扱いについては、現行のまま新市に引き継ぐ。
○　町営住宅の駐車場使用料については、現行のまま新市に引き継ぐ。
○　特定公共賃貸住宅の家賃・敷金・減免又は徴収猶予・駐車場使用料については、西合志町の例による。
　なお、新規決定予定の合志町においては、調整内容の趣旨を踏まえ新たに決定する。

団　　体　　名




